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日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医運用細則 

 
平成 22 年 11 月 5 日制定 
平成 23 年 6 月 17 日改正 
平成 25 年 2 月 15 日改正 
令和 3 年 1 月 1 日改正 

 

（運用細則の趣旨） 

第 1 条 日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医（以下「補聴器相談医」という。）に関する運用

は、「日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソン（以下「補聴器キーパーソン」という。）およ

び日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医規則」ならびに「日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソ

ン運用細則」に定められた以外の事項については、この運用細則の定めるところによる。 

 

（補聴器相談医の委嘱） 

第 2 条 日本耳鼻咽喉科学会（以下「日耳鼻学会」という。）は、補聴器医療に関する専門

的な助言・指導が行えるように一定の研修を修了した会員に補聴器相談医を委嘱する。補聴

器相談医の委嘱申請ができる資格は、「日本耳鼻咽喉科学会補聴器キーパーソンおよび日本

耳鼻咽喉科学会補聴器相談医規則」第 5 条第 2 項第 1 号から第 3 号による。委嘱申請は、

会員各自が日耳鼻学会の会員情報システム内で自身の申請資格を確認した上で、会員マイ

ページ内の補聴器相談医ページから福祉医療委員会に直接申請する。 

 

（補聴器キーパーソンの役割） 

第 3 条 補聴器キーパーソンは、地方部会長、地方部会の福祉医療委員と連携して、補聴器

相談医制度の円滑な運用において中心的役割を果たす。その具体的な活動内容は、「日本耳

鼻咽喉科学会補聴器キーパーソン運用細則」第 5 条に定める。 

 

（委嘱のための講習会カリキュラム） 

第 4 条 「補聴器相談医」委嘱のための講習会のカリキュラムは、以下のとおりとする。 

1. 講習会カリキュラムは、下記の 8 項目より 8 講義（6 時間）、実技講習は 2 項目（2 時

間）とする。 

[講義] 

(1) 聴覚検査と補聴器（45 分） 

適応決定のための検査/補聴効果予測とフィッティングのための検査/乳幼児・小児の補

聴器適用 

(2) 補聴効果の診断（45 分） 

問診/適合評価/補聴器装用者の聴覚管理 

(3) 補聴器の種類と機能（45 分） 

外観（挿耳形・耳掛形）/増幅法（リニア・ノンリニア増幅）/最大出力制限/音質調整/

雑音抑制 

(4) フィッティングのための調整手段（45 分） 

最大出力制限/音質調整/雑音抑制/音響的調節（イヤモールド、フック、ベント） 
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(5) 最新の補聴器とその価格（45 分） 

最新の補聴器/新しい機能/低価格の機種/高価格の機種 

(6) 装用指導（45 分） 

使用法と指導/患者の不満と対策 

(7) 福祉医療と相談（45 分） 

補聴器の公的給付/認定補聴器技能者・専門店との連携/日耳鼻の動向/販売店へのクレ

ームと対処法 

(8) 関連法規（45 分） 

障害者総合支援法/薬機法/特定商取引法 

 

[実技講習] 

(1) 補聴器特性測定（60 分） 

(2) 耳型採型（60 分） 

2. 講義は、4 講義（3 時間）と 4 講義（3 時間）に分けて 2 日間で実施しても良い。 

3. 8 講義（6 時間）終了後であれば、実技講習は別の時期に受講して良い。 

4. 特別な事情（自然災害や疫病蔓延等）により実技講習の開催が困難な場合、日耳鼻学会

の福祉医療・成人老年委員会（以下「福祉医療委員会」という。）で審議を行った上で、

特例として実技講習の受講なしでの「補聴器相談医」の委嘱申請を認めることがある。

特例で補聴器相談医の委嘱を受けた場合、補聴器相談医の任期中（5 年間）に可能な限

り速やかに実技講習（2 項目 2 時間）を受講しなければならない。5 年間に実技講習の

受講がない場合、「補聴器相談医」の更新資格は認められない。 

5. 講習会の日時、カリキュラムおよび講師名はあらかじめ福祉医療委員会に届出を行い、

承認を得なければならない。 

 

（講習会講師） 

第 5 条 講習会の講師は、8 講義 8 項目、実技講習 2 項目の全てにおいて日耳鼻学会専門医

とする。また、講義における補助、実技講習における補聴器特性測定装置等の貸し出し等を

求める場合は、日本補聴器販売店協会の各支部ならびに日本補聴器工業会を通して依頼す

るものとする。なお講習会の講師を各地方部会で選任できない場合は、福祉医療委員会とで

調整を行う。 

 

（講習会受講履歴の確認） 

第 6 条 地方部会等が行う「補聴器相談医」委嘱のための講習会を受講した場合、日耳鼻学

会の会員情報システム内に自身の受講履歴が登録されていることを各自で確認する。委嘱

申請は、会員マイページ内の補聴器相談医ページから福祉医療委員会に、会員各自が直接申

請する。 

 

（講習会の共同開催） 

第 7 条 「補聴器相談医」委嘱および更新のための講習会は、複数の地方部会が合同で実施

することができる。 
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（所属しない地方部会等の講習会受講） 

第 8 条 自身が所属しない他の地方部会等で開催される「補聴器相談医」委嘱および更新

のための講習会を受講した場合も、「補聴器相談医」講習会の受講が認められる。 

 

（資格の更新） 

第 9 条 補聴器相談医の任期は 5 年とし、資格更新を希望する補聴器相談医は 5 年毎に更

新申請を行う。 

2.   更新申請は、毎年 3 月 16 日から 4 月 15 日に行う。 

3. 日耳鼻学会会員情報システムにより補聴器相談医の管理を行い、日耳鼻学会専門医制

度と補聴器相談医制度を連動させて、補聴器相談医と日耳鼻学会専門医の更新を 5 年

毎に同時に行う。 

4. 「補聴器相談医」更新のために必要な単位数は 5 年間に 2 単位とする。 

5. 補聴器適合判定医師研修会（厚生労働省主催）の受講により「補聴器相談医」の委嘱を

受けた補聴器相談医も、5 年毎の更新申請が必要である。 

6. 「補聴器相談医」委嘱後に補聴器適合判定医師研修会（厚生労働省主催）を受講した場

合、更新のための 2 単位を認める。 

 

（資格更新のための講習会） 

第 10 条 「補聴器相談医」更新のための単位は、以下に示す講習会・研究会等で取得する。

日耳鼻学会の会員情報システム内に自身の受講履歴が登録されていることを各自確認する。 

（1） 日耳鼻秋季大会の「補聴器相談医」講習会 

8 講義（6 時間）受講で 2 単位、4 講義（3 時間）受講で 1 単位 

（2） 日耳鼻秋季大会の補聴器実技講習 

各年度 1 単位 

（3） 日耳鼻全国身体障害者福祉医療講習会 

各年度 1 単位 

（4） 日本聴覚医学会補聴研究会 

各年度 1 単位 

（5） 日耳鼻地方部会等が主催する「補聴器相談医」更新のための講習会 

4 講義（3 時間）受講で 1 単位、2 講義（1 時間 30 分）受講で 0.5 単位 

（6） 日耳鼻地方部会等が主催する「補聴器相談医」委嘱のための講習会 

8 講義計（6 時間）受講で 2 単位、4 講義（3 時間）受講で 1 単位 

 

（更新のための講習会カリキュラム） 

第 11 条 「補聴器相談医」更新のための講習会のカリキュラムは、以下のとおりとする。 

1. 講習会カリキュラムは、下記の 8 項目より 4 講義（3 時間）もしくは 2 講義（1 時間 30

分）とする。 

[講義] 

（1） 聴覚検査と補聴器（45 分） 

適応決定のための検査/補聴効果予測とフィッティングのための検査/乳幼児・小児の

補聴器適用 
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（2） 補聴効果の診断（45 分） 

問診/適合評価/補聴器装用者の聴覚管理 

（3） 補聴器の種類と機能（45 分） 

外観（挿耳形・耳掛形）/増幅法（リニア・ノンリニア増幅）/最大出力制限/音質調整

/雑音抑制 

（4） フィッティングのための調整手段（45 分） 

最大出力制限/音質調整/雑音抑制/音響的調節（イヤモールド、フック、ベント） 

（5） 最新の補聴器とその価格（45 分） 

最新の補聴器/新しい機能/低価格の機種/高価格の機種 

（6） 装用指導（45 分） 

使用法と指導/患者の不満と対策 

（7） 福祉医療と相談（45 分） 

補聴器の公的給付/認定補聴器技能者・専門店との連携/日耳鼻の動向/販売店へのク

レームと対処方 

（8） 関連法規（45 分） 

障害者総合支援法/薬機法/特定商取引法 

2. 「補聴器相談医」更新に際しては、実技講習の再受講は必要としない。ただし、特例と

して実技講習の受講なしで「補聴器相談医」の委嘱を受けた補聴器相談医については、

任期中（5 年間）に規定の実技講習（2 項目 2 時間）を受講していなければならない。 

3. 講習会カリキュラムは、「補聴器相談医」委嘱および更新のための講習会で同じ項目内

容となっているが、「補聴器相談医」更新のための講習会においては、基本的な内容に

加え、より専門的な内容、最新の情報を講義内容に含めるよう努める。委嘱および更新

の講習会を同時開催する場合にも、この点に留意する。  

4. 講義タイトルには、講習会カリキュラムの項目名をそのまま用いても良いし、より総論

的なタイトルとしても良い。その場合は、副題をつけるなどしてカリキュラム項目の内

容がわかるようにする。講義タイトルにも副題にもカリキュラム項目が全く明示されて

ない場合は、以下のように、講義内容に含まれるカリキュラム項目を別に明示する。な

お、それぞれの項目に症例検討を用いても良い。 

5. 講習会の日時、カリキュラムおよび講師名はあらかじめ福祉医療委員会に届出を行い、

承認を得なければならない。 

 

[講義タイトルの例] 

講義タイトルにカリキュラム項目がない場合（カリキュラム項目名を副題に入れるか、別に

明示する） 

 a 補聴器の機能 ―雑音抑制機能と最新の研究― 

カリキュラム項目：補聴器の種類と機能/最新の補聴器とその価格 

 b 補聴と関連した難聴の知識 ―種々の語音聴力検査― 

カリキュラム項目：聴覚検査と補聴器/補聴効果の診断 

 c 補聴器の社会医療的側面 ―関連法規の改正と補聴器給付の留意点― 

カリキュラム項目：福祉医療と相談/関連法規 
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（資格更新の申請方法と更新料） 

第 12 条 「補聴器相談医」の更新申請は、会員各自が日耳鼻学会の会員情報システム内で

更新に必要な任期中（5 年間）で 2 単位の受講履歴を確認し、更新料 5,000 円を添えて、会

員マイページ内の補聴器相談医ページから福祉医療委員会に直接申請する。 

 

（補聴器相談医の単位取得情報） 

第 13 条 福祉医療委員会は、会員情報システム内の講習会受講歴に関するデータを抽出し、

更新申請者の資格審査を行う。 

2. 更新申請者の資格（単位不足等）に問題がある場合は、福祉医療委員会内で対応を協議

する。 

 

（認定証の交付） 

第 14 条 日耳鼻学会理事長は、福祉医療委員会から提出された「補聴器相談医」委嘱およ

び更新予定者の承認を行い、認定証を交付する。 

 

（補聴器相談医の異動） 

第 15 条 補聴器相談医が他の地方部会に異動する場合は、日耳鼻学会の福祉医療委員会に

異動申請を行う。福祉医療委員会は、補聴器相談医が異動した後、異動前および異動後の両

地方部会の地方部会長ならびに補聴器キーパーソンに通知を行う。 

 

附則 

この改正は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 


